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「特別養護老人ホーム長生園」重要事項説明書 

 

 

 

当施設は介護保険の指定を受けています。 

 

（指定事業者番号  第２６７１５００１０２号） 

 

 

 

  当施設はご契約者に対して指定介護福祉施設サービスを提供します。施設の概要や提供される

サービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の通り説明します。 
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１．施設経営法人 

 

(1)  法人名     社会福祉法人 長生園 

 

(2)  法人所在地   京都府南丹市園部町上木崎町坪ノ内１９番地 

 

(3)  電話番号    ０７７１－６２－０２２３ 

 

(4)  代表者氏名   理 事 長  中村 裕予 

 

(5)  設立年月日   昭和３１年１１月１５日 

 

２．ご利用施設 

 

(1)  施設の種類   指定介護老人福祉施設 平成 12年 4 月 1日指定（京都府第 71500102 号） 

                  

(2)  施設の目的   

指定介護老人福祉施設は、介護保険法令に従い、契約者（利用者）がその有する能力に応じ 

可能な限り自立して日常生活を営むことができるように支援することを目的として、契約者に

日常生活を営むために必要な居室および共用施設等をご利用いただき、介護福祉施設サ―ビス

を提供します。 

この施設は、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ居宅に

おいてこれを受けることが困難な方がご利用いただけます。 

 

(3)  施設の名称   特別養護老人ホーム 長生園 

 

(4)  施設の所在地  京都府南丹市園部町上木崎町坪ノ内１９番地 

 

(5)  電話番号    ０７７１－６２－０２２３  ＦＡＸ番号 ０７７１－６２－１８９８ 

 

(6)  施設長（管理者）氏名  臼井 尚司 

 

(7)  当施設の運営方針 

   本施設は、老人福祉法及び介護保険法の理念に基づき、常時介護を必要とする要介護高齢者 

に対して介護等の生活援助を行い、入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むこ 

とができるようにすることを目指し、目的達成のため、地域や家庭との結び付きを重視した運 

営を行い、保険医療・福祉関係者や行政機関等との密接な連携に努める。また、明るく家庭的 

な雰囲気及び健全な環境の下での生活を確保するため入所者の人格を尊重し、職員との信頼関 

係を基調とする適切な処遇について不断の努力を行い高齢者福祉の増進に寄与する。 

 

(8)  開設年月日   昭和４５年４月１日 

 

(9)  入所定員    ２５８名 
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３．居室等の概要 

 

  当施設では別紙 １の通り居室・設備をご用意しています。入居される契約者の心身の状況や 

居室の空き状況によりご希望に添えない場合があります。 

 

※ 厚生省が定める基準により、指定介護老人福祉施設に必置が義務付けられている施設・設備

です。 

※ この施設・設備の利用にあたって、契約に特別にご負担いただく費用はありません。 

※ 居室の変更：契約者から居室の変更希望の申し出があった場合は、居室の空状況により施設

でその可否を決定します。また、契約者の心身の状況により居室を変更する場合があります。 

※ 居室に関する特記事項：トイレの場所は各１箇所 

 

４．職員の配置状況 

 

  当施設では、ご契約者に対して指定介護老人福祉施設サービスを提供する職員として、以下の 

職種の職員を配置しています。 

 

当施設の職員配置状況                 ＜ 令和７年７月１日現在 ＞ 

職 名 及 び 資 格 常 勤 非 常 勤 合 計 

施  設  長 １名（兼務）  １名 

副 施 設 長 ２名（兼務）  ２名 

医     師  １名 １名  

生 活 相 談 員 ５名（兼務）  ５名 

介 

護
・
看 

護 

職 

員 
介  護  職  員 ７７名 １３名 ９０名 

内 訳 介 護 福 祉 士 ５６名 ２名 ５８名 

看  護  職  員 ９名 １０名 １９名 

内 訳 
看  護  師 ８名 ６名 １４名 

准 看 護 師 １名 ４名 ５名 

栄 養 士 管 理 栄 養 士 １名  １名 

機 能 訓 練 指 導 員  ２名 ２名 

介 護 支 援 専 門 員 １１名（兼務） １名 １２名 

事  務  職  員 ７名 ２名 ９名 

  

※業務内容については、運営規程記載のとおり。 
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〈主な職種の勤務体制〉 

 職 種 勤 務 体 制 

１ 医 師  毎週月曜から金曜日まで １３：５０ ～ １４：５０ 

２ 看 護 職 員 

日  勤 ８：３０～１７：３０ 

遅  出 ９：３０～１８：３０ 

夜  勤 １７：００～ ９：３０ 

３ 介 護 職 員 

早  出 

６：３０～１５：３０ 

 ７：００～１６：００ 

 ８：００～１７：００ 

日  勤 ９：００～１８：００ 

中間遅出 ９：３０～１８：３０ 

遅  出 
１０：００～１９：００ 

１０：３０～１９：３０ 

夜  勤 １７：００～ ９：３０ 

４ 機能訓練指導員 ９：００ ～１８：００ 

 

５．当施設が提供するサービスと利用料金 

  

   当施設では、契約者に対して以下のサービスを提供します。 

   当施設が提供するサービスについて、 

 

(1)  介護保険の給付の対象となるサービス 

  以下のサービスについては、居住費、食費を除き通常９割が介護保険から給付されます。 

〈サービスの概要〉 

① 居住の提供 

② 食事 

･ 当施設では、栄養士（管理栄養士）の立てる献立表により、栄養並びに契約者の身体の状況 

及び嗜好を考慮した食事を適切な時間に提供します。 

   ・ 契約者の自立支援のため離床して食堂にて食事をとっていただくことを原則としています。 

（食事時間） 

   朝食 ７：３０ ～  昼食 １２：００ ～  夕食１８：００ ～ 

③ 入浴 

・ 入浴又は清拭を週２回以上行います。 

・ 心身の状況（寝たきり等の方）に応じて機械浴槽を使用して入浴することもできます。 

④ 排泄 

・ 排泄の自立を促すため、契約者の身体能力を最大限活用した援助を行います。 
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⑤ 機能訓練 

・ 機能訓練指導員により、契約者の心身等の状況に応じて、日常生活を送るのに必要な機能の

回復またはその減退を防止するための訓練を実施します。 

⑥ 健康管理 

・ 利用者の健康状態に注意し、必要に応じて健康保持のための適切な措置をとります。 

⑦ その他自立への支援 

・ 寝たきり防止のため、できるかぎり離床に配慮します。 

・ 生活のリズムを考え、毎朝夕の着替えを行うよう配慮します。 

・ 清潔で快適な生活が送れるよう、適切な整容が行われるよう援助します。 

 

〈サービス利用料（１日あたり）〉 

利用料金は下記の単位表によって、契約者の要介護度に応じたサービス利用単位（料金）から

介護保険給付費額費を除いた金額（自己負担金）をお支払い下さい。 

（サービス利用単位（料金）は、契約者の要介護度に応じて異なります。） 

 

① 基本サービス利用単位（１単位＝10 円） 

 基本単位数（１日）多床室・個室 利用金額（１日）多床室・個室 

要介護 １ 589 単位 5,890 円 

要介護 ２ 659 単位 6,590 円 

要介護 ３ 732 単位 7,320 円 

要介護 ４ 802 単位 8,020 円 

要介護 ５ 871 単位 8,710 円 

 
② 各種加算（１単位＝10円） 

 
加算項目 

基本単位数 

（1日） 

利用料金 

（1 日） 

体制加算 

日常生活継続支援加算（Ⅰ） ※1 36 単位 360 円 

看護体制加算（Ⅰ）ロ ※2 4 単位 40 円 

看護体制加算（Ⅱ）ロ ※3 8 単位 80 円 

夜勤職員配置加算（Ⅲ）ロ ※4 16 単位 160 円 

精神科医師定期的療養指導加算 ※5 5 単位 50 円 

安全対策体制加算 ※6 20 単位/回 200 円/回 

協力医療機関連携加算 ※7 100 単位/月 1,000 円/月 

高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅰ） ※8 10 単位/月 100 円/月 

高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅱ） ※9 5 単位/月 50 円/月 
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 加算項目 
基本単位数 

（1日） 

利用料金 

（1 日） 

発生時 

加 算 

口腔衛生管理加算（Ⅰ） ※10 90 単位/月 900 円/月 

若年性認知症入所者受入加算 ※11 120 単位 120 円 

外泊時費用加算 ※12 246 単位 2,460 円 

初期加算 ※13 30 単位 300 円 

再入所時栄養連携加算 ※14 200 単位/回 2,000 円/回 

療養食加算 ※15 6 単位/回 60 円/回 

配置医師緊急時対応加算 ※16 325 単位、650 単位、1,300 単位/回 

看取り介護加算（Ⅱ） ※17  

特別通院送迎加算 ※18 594 単位/月 5,940 円/月 

新興感染症等施設療養費 ※19 240 単位 2,400 円 

退所時情報提供加算 ※20 250 単位/回 2,500 円/回 

退所時栄養情報連携加算 ※21 70 単位/回 700 円/回 

その他 介護職員処遇改善加算（Ⅰ） ※22 利用総単位数に１４%を乗じた額 

 

 

※１ 新規入所者の総数のうち、認知症自立度Ⅲ以上の割合が 65％以上であり、介護福祉士の数

が常勤換算で入所者 6 に対して 1 以上配置している場合 

※２ 常勤の看護師を１名以上配置している場合 

※３ 看護職員を入所者２５名に対して１名以上配置し、同時に基準数プラス１名以上配置し、看

護職員との２４時間の連絡体制を確保している場合 

※４ 夜勤を行う職員を基準数プラス１名以上配置し夜勤時間帯を通じて、看護職員を配置してい

る場合 

※５ 精神科医師による定期的な療養指導が月２回以上行われた場合 

※６ 外部の研修を受けた担当者が配置され、施設内に安全対策部門を設置し、組織的に安全対策

を実施する体制が整備されている場合（入所時１回限り算定） 

※７ 協力医療機関を定め、相談対応、診療、入院の受け入れ体制を確保し、かつ１年に１回以上、

協力医療機関との間で対応の確認と退院が可能となった場合は、速やかに再入所を行う場合 

※８ 新興感染症の発生等に感染者の診療等を実施する医療機関との連携体制を構築、一般的な感

染症は協力医療機関等と発生時の診療対応の取り決め、連携、適切な対応を行っており、一

定の要件を満たす医療機関等や地域の医師会が定期的に主催する感染対策に関する研修参

加、助言や指導をうけた場合 

※９ 感染対策に一定の要件を満たす医療機関から、施設内で感染者が発生した場合の感染制御等

の実地指導を３年に１回以上受けた場合 

※10 歯科医師または歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が介護職員に対して、入所者の口腔ケア

に係る技術的助言及び指導を月２回以上行い、口腔ケアマネジメントに係る計画を作成して

いる場合 

※11 若年性認知症である利用者を、担当を定めて受入れた場合 
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※12 病院又は診療所への入院を要した場合及び居宅における外泊を認めた場合（月６日まで算

定） 

※13 入所日より３０日間算定 

※14 入所者が入院し、経管栄養又は嚥下食の新規導入など、大きく異なり管理栄養士が医療機関

の管理栄養士と連携し調整を行った場合 

※15 医師の指示により糖尿病食や腎臓食を提供した場合（１日３回まで算定） 

※16 入所者に急変が生じた場合等、配置医師が施設の求めに応じ、施設へ訪問し入所者の診療

を行った場合 

早朝・夜間及び深夜以外       ３２５単位 

早朝 ６：００～８：００       ６５０単位 

夜間 １８：００～２２：００     ６５０単位 

深夜 ２２：００～６：００    １，３００単位 

※17 看取りに関する指針に基づいて看取り介護を行った場合 

     死亡日以前 ３１日～４５日       ７２単位 

死亡日以前  ４日～３０日      １４４単位 

     死亡日以前  １日～ ２日       ７８０単位 

     死亡日              １，５８０単位 

※18 透析を要する入所者であって、その家族や病院等による送迎が困難である等やむを得ない事

情があるものに対して、月に１２回以上、通院のため送迎を行った場合 

※19 厚生労働大臣が定める感染症に感染した場合に相談対応、診療、入院調整等を行う医療機関

を確保し、かつ、当該感染症に感染した者に対し、適切な感染対策を行った上で、該当する

介護サービスを行った場合（月５日まで算定） 

※20 医療機関へ退所する入所者等について、退院後の医療機関に対して入所者等を紹介する際、

入所者の同意を得て、当該入所者等の心身の状況、生活歴等を示す情報を提供した場合 

※21 特別食を必要とする入所者又は低栄養状態にあると医師が判断し、管理栄養士が退所先の医

療機関等に対して、当該者の栄養管理に関する情報を提供した場合 

※22 利用総単位数に 14%を乗じた額 

 

利用者様の負担については介護保険負担割合証に応じて請求します。 

※ 契約者がまだ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額を一旦お支払

いいただきます。要介護の認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻され

ます（償還払い）。償還払いとなる場合、契約者が保険給付の申請を行うために必要となる事項

を記載した「サービス提供証明書」を交付します。 

※ 介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合せて、契約者の負担額を変

更します。 

  ※ 居室と食事に係る費用について、負担限度額認定を受けている場合には、認定証に記載し

ている負担限度額とします。 
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(2)  介護保険の給付対象とならないサービス 

  以下のサービスは、利用料金の項目及び各段階に応じて契約者のご負担となります。 

①  居住費 

項 目 区  分 利用料（１日） 利用料（３０日） 

多床室居住費 
※１ 

第１段階の方 ０円 ０円 

第２段階の方 

４３０円 １２,９００円 第３段階 ①の方 

第３段階 ②の方 

第４段階の方 ９１５円 ２７,４５０円 

個室居住費 
※１ 

第１段階の方 ３８０円 １１，４００円 

第２段階の方 ４８０円 １４，４００円 

第３段階 ① の方 
８８０円 ２６，４００円 

第３段階 ② の方 

第４段階の方 １，５２０円 ４５，６００円 

③  食費 

食 費 
※１ 

第１段階の方 ３００円 ９，０００円 

第２段階の方 ３９０円 １１，７００円 

第３段階 ① の方 ６５０円 １９，５００円 

第３段階 ② の方 １，３６０円 ４０，８００円 

第４段階の方 １，４４５円 ４３，３５０円 

 

※１ 居住費・食費は所得に応じて負担額が異なります。居住費・食費は１日単位です。 

・ 食事が不要な場合は、前日までにお申し出下さい。前日までに申し出があった場合には実費

負担額を減免します。但し、１日３食分の欠食場合のみ減額適用となります。 

③ 理容･美容 

・ 理髪サービス 

  月に２回、理容師の出張による理髪サービス（整髪・顔剃り等）を利用いただけます。 

  理容料金 ： １回あたり、２，２００円（顔剃りは別途５００円がかかります。） 

④ 生活支援事務 

 ・ 契約者の希望により、日常生活に必要な金銭出納及び財産の保全管理サービスを利用いただ

けます。詳細は、別に定める管理委任契約書により行うものとします。 

○ お預かりできるもの：預金通帳と金融機関へ届け出た印鑑、有価証券、年金証書、現金 

○ 保管管理者   ：施設長 

・ 主なサービス内容 

   ＊預貯金の払い戻し、預入の手続き 

＊各種保険証類の保管管理、事務手続きの代行（医療保険、その他手続き等に必要となる添

付書類の準備や送付など） 

   ＊医療に係る支払い代行 

   ＊日常生活に必要な物品購入や支払い代行（日用品等の買い出しなど） 

 ・ 上記のサービスは、生活支援事務費として 1 ヶ月５，０００円をご負担いただきます。（入

所月、退所月は日割り計算とします。１日あたり：１６４円） 

・ 契約者は、サービス提供について記録を閲覧できますが、複写物を必要とする場合には職員 

までお申し出下さい。 
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 ⑤ 日常生活上必要となる諸費用の実費 

・ 日常生活品の購入代金等契約者の日常生活に要する費用で契約者に負担いただくことが適当 

であるものにかかる費用を負担いただきます。 

⑥ レクリエーション、クラブ活動、イベント 

 ・ 契約者の希望により、レクリエーションやクラブ活動に参加していただくことができます。 

〇 利用料金 ： 旅行費・材料代等の実費をいただきます。 

〇 イベントについては、誕生会、お正月、夏祭り、敬老祝賀会、水無月祭・収穫感謝祭など、

その費用の一部としてご利用者全員より1ケ月１,５００円の賛助費をご負担いただきます。 

⑦ 健康管理費 

・ インフルエンザ予防接種代は、６５歳以上の方については住所地の自己負担額をいただきま

す。該当しない方については、薬剤費、資材費をいただきます。 

・ 肺炎球菌ワクチンの予防接種代（１回のみ）８，０００円をご負担いただきます。 

⑧ 家電製品等の持込について 

・ 特別な制限はございませんがテレビ・冷蔵庫等の家電製品の持込については、料金をいただ

きます。（１家電につき６００円／月） 

  持込については入所の際にご相談ください。 

 ※ 経済状況の著しい変化、その他やむを得ない事由がある場合、相当な額に変更することがあ

ります。その場合事前に変更を行う 2ヶ月前までに説明します。 

 

(3)  利用料金のお支払方法 

      前記(1)、(2)の料金・費用は、１ヶ月ごとに計算し、前月分の費用請求をいたしますので、

１０日以内にお支払いください。（１ヶ月に満たない期間のサービスに関する利用料金は、利

用日数に基づいて計算した金額とします。）お支払いいただきますと領収書を発行します。 

お支払い方法は、金融機関（京都銀行又は京都信用金庫）口座からの引落しとなります。 

 

(4)  入所中の医療の提供について 

    医療を必要とする場合は、契約者の希望により、下記協力医療機関において診察や入院治療

を受けることができます。（但し、下記医療機関での優先的な診察・入院治療を義務づけるも

のではありません。） 

 

① 協力医療機関 

医療機関の名称 

所  在  地 

診  療  科 

社会福祉法人長生園 診療所 

京都府南丹市園部町上木崎町坪ノ内１９番地    0771-62-0223 

内科・整形外科・精神科・皮膚科 

医療機関の名称 

所 在 地 

診 療 科 

京都中部総合医療センター 

京都府南丹市八木町大字八木小字上野２５番地   0771-42-2510 

内科・外科・整形外科・神経内科・泌尿器科・皮膚科・歯科・その他 

医療機関の名称 

所 在 地 

診 療 科 

福知山もみじヶ丘病院 

京都府福知山市荒木３３７４           0773-22-2288 

精神科 
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医療機関の名称 

所 在 地 

診 療 科 

一般財団法人 長岡記念財団 長岡ヘルスケアセンター 

京都府長岡京市友岡４丁目１８番１号       075-951-9201 

精神科 

医療機関の名称 

所 在 地 

診 療 科 

医療法人清仁会シミズ病院 

京都市西京区山田中吉見１１－２         075-381-5161 

脳神経外科・整形外科・形成外科・外科・内科・理学診療科・その他 

医療機関の名称 

所 在 地 

診 療 科 

国保京丹波町病院 

京都府船井郡京丹波町和田大下２８番地      0771-86-0220 

内科・外科・肛門科・整形外科・皮膚科・精神神経科・その他 

医療機関の名称 

所 在 地 

診 療 科 

西田医院 

京都府南丹市園部町美園町３号３番地       0771-68-1105 

内科・外科・皮膚科・肛門外科・整形外科 

医療機関の名称 

所 在 地 

診 療 科 

医療法人 川西診療所 

京都府南丹市園部町宮町３６           0771-62-0139 

内科・小児科 

医療機関の名称 

所 在 地 

診 療 科 

明治国際医療大学附属病院 

京都府南丹市日吉町保野田ヒノ谷６番地１     0771-72-1221 

内科・神経内科・呼吸器科・消化器科・循環器科・外科・その他 

 

②  協力歯科医療機関 

医療機関の名称 

所 在 地 

京都中部総合医療センター歯科口腔外科 

京都府南丹市八木町八木上野２５番地       0771-42-2510 

医療機関の名称 

所 在 地 

大町歯科医院 

京都府南丹市園部町上木崎町大将軍１９－１    0771-68-2217 

医療機関の名称 

所 在 地 

髙屋歯科医院（訪問歯科診療） 

京都府南丹市園部町宮町 102 番地         0771-62-0144 

 

６．施設を退所していただく場合（契約の終了について）（契約書第１５条参照） 

    当施設との契約では契約が終了する期日は特に定めていません。したがって、以下のような事

由がない限り、継続してサービスを利用することができますが、仮にこのような事項に該当する

に至った場合には、当施設との契約は終了し、契約者に退所していただくことになります。 

① 要介護認定により契約者の心身の状況が自立又は要支援・要介護２以下と判断された場合 

  （但し、契約者が平成２７年４月１日以前からホームに入所している場合は適用されません。） 

② 事業者が解散命令を受けた場合、破産した場合又はやむを得ない事由によりホームを閉鎖し

た場合 

③ 施設が滅失や重大な毀損により、サービスの提供が不可能になった場合 

④ ホームが介護保険の指定を取り消された場合、又は指定を辞退した場合 

⑤ 契約者から退所の申し出があった場合（詳細は以下をご参照下さい。） 

⑥ 事業者から退所の申し出を行った場合（詳細は以下をご参照下さい。） 
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(1)  契約者からの退所の申し出（契約解除） 

   契約の有効期間であっても、契約者から退所の申し出をすることができます。その場合には

退所を希望する日の７日前までに解約届出書をご提出下さい。 

   但し、以下の場合には、即時契約を解約・解除し、施設を退所することができます。 

① 介護保険給付対象外サービスの利用料金の変更に同意できない場合 

② 施設の運営規程の変更に同意できない場合 

③ 契約者が入院された場合 

④ 事業者もしくはサービス従事者が正当な理由なく本契約に定める介護福祉施設サービスを

実施しない場合 

⑤ 事業者もしくはサービス従事者が守秘義務に違反した場合 

⑥ 事業者もしくはサービス従事者が故意又は過失によりご契約者の身体・財産・信用等を傷つ

け、又は著しく不信行為、その他本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合 

⑦ 他の利用者が契約者の身体・財産・信用等を傷つけた場合もしくは傷つける恐れがある場 

合において、事業者が適切な対応をとらない場合 

 

(2)  事業者からの申し出により退所していただく場合（契約解除） 

以下の事項に該当する場合には、当施設から退所していただくことがあります。 

①  契約者が介護保険給付対象外サービスの利用料金の変更に同意できない場合 

②  契約者が施設の運営規程の変更に同意できない場合 

③  契約者またはその家族もしくは連帯保証人、身元引受人(以下、契約者等という)が、契約

締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の

告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合 

④  契約者のサービス利用料金の支払いが正当な理由なく３ヶ月以上遅延し、料金を支払うよ

う催促したにもかかわらず３０日以内に支払われない場合 

⑤  契約者等が、故意又は重大な過失により事業者又はサービス従事者もしくは他の利用者等

の生命・身体・財産・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為を行うことなどによって、本契

約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合 

⑥  契約者が連続して３ヶ月以上病院又は診療所に入院すると見込まれる場合もしくは入院し

た場合 

⑦  契約者が他の介護保険施設に入所した場合 

⑧  前記⑤項記載の事由のほか、契約者等の言動によって、事業者又はサービス従業者と契約

者等との信頼関係が損なわれ、その結果、事業者において本契約を履行することが不可能ま

たは著しく困難となり、信頼関係の修復の見込みがないと判断される場合 

 

(3)  契約者が病院などに入院された場合について 

① 当施設に入所中に、医療機関への入院の必要が生じた場合の対応は、以下の通りです。 

入院日、退院日を除いて１ヶ月に６日間は所定の利用料金をご負担いただきます。 

入院期間中（１日あたり：２４６円） 

 ②  ３ヶ月以内の入院の場合 

    入院期間中に本人のベッドを短期入所生活介護（ショートステイ）で別人が利用する場合は 

入院中の本人の同意が必要である。 

 ③ ３ヶ月以内の退院が見込まれない場合 

   ３ヶ月以内の退院が見込まれない場合には、契約を解除する場合があります。 

   この場合には、当施設に再び優先的に入所することはできません。 
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(4)  円滑な退所のための援助 

   契約者が当施設を退所するにあたり、契約者等の希望があった場合には、事業者は契約者の

心身の状況、置かれている環境を勘案し、円滑な退所のために必要な以下の援助を契約者に対

して行うことができます。 

 ○ 適切な病院もしくは診療所又は介護老人保健施設等の紹介 

 ○ 居宅介護支援事業者の紹介 

 ○ その他保険医療サービス又は福祉サービスの提供者の紹介 

 

７．身元引受人 

   契約締結にあたり、身元引受人を求めることがあります。 

  入所契約が終了した後、当施設に残された契約者の所持品（残置物）を契約者自身が引き取れ

ない場合に備えて、「残置物引取人」を定めていただきます。 

   当施設は、「残置物引取人」に連絡のうえ、残置物を引き取っていただきます。 

  また、引渡しにかかる費用については、契約者または残置物引取人に負担いただきます。 

※ 入所契約締結時に残置物引取人が定められない場合であっても、入所契約を締結することは

可能です。 

 

８．事故発生時の対応 

    利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに利用者の家族及び関係

機関等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずるものとする。また賠償すべき事故が発生した

場合は、できるかぎり速やかに損害賠償を行います。 

 

９．苦情の受付について 

(1)  当施設における苦情の受付 

当施設における苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。 

    苦情受付係  担当：介護支援専門員及び生活相談員 

    受付時間   毎週月曜から土曜日まで 

           ９：００ ～ １７：００まで 

       また、苦情受付ボックスを事務所前に設置します。 

 

(2)  その他 

   当施設以外にも居宅介護支援事業所、各市町村、国民健康保険団体連合会等でも苦情を受け

付けております。 

 

１０．サービスの第三者評価の実施状況について 

  提供しているサービスの内容や課題等について、第三者の観点から評価を行っています。 

項  目 内 容 

（1）実施の有無 有 ・ 無 

（2）実施年月日（直近実施日） 令和３年１１月２２日 

（3）実施した機関 きょうと福祉ネットワーク「一期一会」 

（4）評価結果の開示状況 有 ・ 無 



 

－１３－

 

 

  年   月   日 

 

 

  指定介護老人福祉施設サービスの提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行いま

した。 

 

  指定介護老人福祉施設  特別養護老人ホーム 長生園 

 

  説 明 者   職 名 

 

        氏 名               印 

 

   私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、指定介護老人福祉施設サービスの

提供開始に同意しました。 

その他利用料についても説明を受けそのサービス提供を受けた場合に費用を支払うことにつ

いて同意します。 

私に対する介護サービス提供に際して居宅介護支援事業者等に対して自分及び家族に関する

情報を提供することに同意します。 

 

  契 約 者   住  所 

 

氏  名              印 

 

  署名代行者   住  所 

 

          氏  名              印 

 

       契約者との関係 （          ） 
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別紙 特別養護老人ホーム・短期入所生活介護 

１Ｆ 居室・設備 ２Ｆ居室・設備 ３Ｆ居室・設備 

室名 面積 室数 室名 面積 室数 室名 面積 室数 

在宅復帰（和室） 16.29  個 室 ※ 14.22 1 ２人室 27.10 1 

在宅復帰（ＬＤ） 16.69  個 室 ※ 15.45 2 ２人室 29.02 12 

個 室 ※ 21.26 7 個 室 ※ 16.68 1 ２人室 29.56 7 

個 室 ※ 22.96 1 ２人室 26.56 1 ２人室 32.66 1 

２人室 29.02 5 ２人室 27.10 1 静養室 12.54  

２人室 31.58 1 ２人室 29.02 10 食 堂 134.00  

２人室 45.27 1 ２人室 29.56 7 パントリー 31.82  

静養室 15.54  ２人室 30.71 1 談話室 57.28  

食 堂 134.02  ２人室 32.66 1 一般浴室 36.75  

パントリー 31.89  ２人室 33.92 2 チェアー浴 28.79  

サロン 99.56  ２人室 36.82 1 シャワー室 3.51  

一般・リフト浴室 43.11  ２人室 37.00 2 脱衣室 27.66  

寝台浴室 36.93  ４人室 59.99 1 ３階－Ｂ２棟 

脱衣室 41.99  ４人室 60.64 1 １人室 ※ 12.15 12 

機能訓練室 61.83  ４人室 61.36 1 １人室 ※ 19.44 3 

医務室 25.98  静養室 15.54  １人室 ※ 20.25 1 

静養室 26.79  食 堂 134.00  ４人室 ※ 80.42 1 

１階－Ｂ１棟 パントリー 22.58  ４Ｆ居室・設備 

１人室 ※ 11.00 2 談話室 57.25  ２人室 27.10 1 

２人室 11.93 1 一般浴室 36.75  ２人室 29.56 7 

２人室 17.00 1 寝台浴室 36.71  ２人室 29.02 12 

３人室 23.85 1 リフト浴室 46.80  ２人室 32.66 1 

４人室 29.10 2 脱衣室 45.39  静養室 15.54  

１階－Ｂ２棟 静養室 9.32  食 堂 134.00  

１人室 12.15 11 食 堂 62.55  パントリー 31.68  

１人室 14.59 1 パントリー 16.05  談話室 71.45  

２人室 19.44 6 ２階－Ｂ１棟 一般浴室 37.05  

２人室 20.25 1 ２人室 11.93 1 シャワー室 4.17  

   ２人室 19.20 1 脱衣室 36.58  

共 用 部 ３人室 23.85 4    

集会室 226.72  ４人室 29.10 3    

廊下の幅 ２階－Ｂ２棟    

Ｂ1 棟-1・2 階廊下 1.8 １人室 12.15 1    

1.2 階中廊下 2.8 ２人室 19.44 6    

Ｂ2 棟-1・2 階廊下  ２人室 24.30 6    

1・2 階北・西廊下 3.0       

1・2 南廊下 2.1       

本館 1・2・3・4階廊下 3.0       
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 ※個室・１人室については、下記の居室番号が個室費用の適用室となります。 

・ 個室・１人室に入室された場合、当園の都合や状況により個室費用を徴収せず、多床室費用

で徴収する場合があります。 

 

【１階】１０室 

  １３０７・１３０８・１３０９・１３１０・１３１１・１３１２・１３１３・１３１４  

  １５０６・１５０７  

 

【２階】 ４室 

 ２１０７・２１０８・２１０９・２１１０  

 

【３階】１６室 

  ３２０１・３２０２・３２０３・３２０４・３２０５・３２０６・３２０７・３２０８ 

３２０９・３２１０・３２１１・３２１２・３２１３・３２１４・３２１５・３２１６   

 

 

〈重要事項説明書付属文書〉 

 

１．  施設の概要 

 

(1) 建物の構造  鉄筋コンクリート造   地上６階建 

 

(2) 建物の延べ床面積  ２．０８８．０９０㎡（うち特養部分、１．３９７．２４８㎡） 

 

(3) 併設事業 

当施設では、次の事業を併設しています。 

養護老人ホーム長生園      昭和３１年１１月１５日  開設    定員５０名 

養護特定施設入居者生活介護  平成１９年４月 １日   ２６７１５００２０１号 

ケアハウス長生園       平成１３年 ４月 １日  開設    定員５０名 

社会福祉法人長生園診療所   昭和３４年 １月１２日  開設 

短期入所生活介護       平成１２年 ４月 １日  ２６７１５００１０２号 

居宅介護支援事業       平成１２年 ４月 １日   ２６７１５００１０２号 

デイサービスセンター長生園  平成１３年 ４月 １日   ２６７１５００１０２号 

グループホーム幸せの里    平成１３年 ６月 １日   ２６７１５００１０２号 

ヘルパーステーション長生園  平成１４年１１月 １日  ２６７１５００１０２号 

第２デイサービスセンター   平成２６年 ４月２１日  ２６７３４００１３７号 

あんしんサポートハウス光華苑 平成２６年１２月２５日  開設    定員３０名 

 

(4) 施設の周辺環境 

  日当たり等良好 

 

２． 施設利用の留意事項 

  当施設の利用にあたって、施設に入所されている利用者の共同生活の場として快適性、 安全

性を確保するため、下記の事項をお守り下さい。 



 

－１６－

(1) 持ち込みの制限 

    入所に当たり、所持品の種類や品物の体積によって制限があり持ち込みできないことがあり

ます。詳しくは、職員までお申し出下さい。 

 

(2) 面会 

   面会時間  ９：００～１７：００ 

※ 来訪者は、必ずその都度職員に届け出て下さい。 

※ また、来訪される場合、食料品等、その他の物品を持ち込みされる場合は必ず職員に届け

出て下さい。物品により持ち込むことが出来ない場合があります。 

 


